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名古屋市消費生活センター
岡崎市消費生活センター
一宮市消費生活センター
瀬戸市消費生活センター
知多半田消費生活センター
（半田市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町）
春日井市消費生活センター
海部地域消費生活センター
（津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村）
碧南市消費生活センター
刈谷市消費生活センター
豊田消費生活センター
安城市消費生活センター
西尾市消費生活センター
犬山市消費生活センター
常滑市消費生活センター　
江南市消費生活センター
小牧市消費生活センター
稲沢市消費生活センター

（０５２）２２２－９６７１
（０５６４）２３－６４５９
（０５８６）７１－２１８５
（０５６１）８８－２６７９
（０５６９）３２－２４４４

 
（０５６８）８５－６６１６
（０５６７）２３－０１５０

（０５６６）95－9894
（０５６６）９１－１１９５
（０５６５）３３－０９９９
（０５６６）７６－７７４９
（０５６３）６５－２１６１
（０５６８）４４－０３９８
(０５６９）４７－６1３９
（０５８７）５３－０５０５
（０５６８）７６－１１１９
（０５８７）３２－２５９４

東海市消費生活センター　
大府市消費生活センター
知多市消費生活センター
知立市消費生活センター
尾張旭市消費生活センター
岩倉市消費生活センター　
豊明市消費生活センター　

日進・東郷消費生活センター

清須市消費生活センター　
北名古屋市消費生活センター
みよし市消費生活センター
長久手市消費生活センター
扶桑町消費生活センター　
東三河消費生活総合センタ－
・東三河消費生活豊川センター
・東三河消費生活蒲郡センター
・東三河消費生活新城センター
・東三河消費生活田原センター

（０５２）６０３－２２１１
（０５６２）４５－４５３８
（０５６２）３６－２６８８
（０５６６）９５－０１９５
（０５６１）５３－２１１１
（０５８７）３７－７８６７
（０５６２）８５－３７１２

（０５６１）５６－００３９(日進)
（０５６１）３８－３１１１(東郷)

（０５２）３２５－５１５１
（０５６８）２２－１１１１
（０５６１）３２－８０１５
（０５６１）６４－６５０３
（０５８７）９2－412１
（０５３２）５１－２３０５
（０５３３）８９－２２３８
（０５３３）６６－１２０４
（０５３６）２３－６２６０
（０５３１）２３－３８１８

消費者ホットライン困った時は
早めに相談しましょう。※身近な消費生活相談窓口につながります。☎188（いやや！）

※相談は、原則それぞれの市町村にお住まいの方を対象としています。　※相談受付日や時間は、市町村のウェブページや広報紙等で事前にご確認ください。
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身近な消費生活相談
窓口につながります。

高齢者の消費者トラブル未然防止特集号

高齢者の消費者トラブルの特徴

印刷・コピーＯＫです。
広くご活用ください。

　令和５年中特殊詐欺被害者の実態調査では、被害に遭う前の意識を聞いた
ところ、特殊詐欺を「自分に関係ない」と思っていた人が約９割を占めています。

　不審な迷惑電話を着信拒否、赤色ランプで注意喚起、会話の録音などの
機能が付いた電話機を使いましょう。（外付けタイプもあります）
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一人で悩まず、
お早めにご相談ください！

身近な消費生活相談窓口につながります。
消費者ホットライン ☎188

い や！や

音声コードに
対応しています。

特殊詐欺に遭わないために電話機対策を！

検 索あいち暮らしWEB 検 索消費生活に関する情報サイト「あいち暮らしＷＥＢ」をご覧ください！

作成/愛知県県民文化局県民生活部県民生活課
〒460-8501名古屋市中区三の丸3-1-2　☎(052)954-6603
 ・2024年8月作成

一人で悩まずご相談ください！

　被害に遭っても、家族に迷惑をかけたくない、
だまされた自分が悪いなどとあきらめて、誰にも
相談しないことがあります。

被害にあっても誰にも相談しない

　悪質業者の販売員は高齢者の信頼を得よう
と言葉巧みに近づいてきます。
　消費者トラブルに遭っていることに、ご本人
が気づいていないこともあります。

だまされたことに気づきにくい

みんなで見守り
みんなで防ごう

あんなに
親切な人が
まさか･･ねぇ

　高齢者の消費者トラブルを防ぐためには、高齢者ご本人が意識を高めていただくと
ともに、ご家族や周りの方々が悪質商法の手口を知り、日頃から高齢者の様子を気に
かけ、見守っていただくことが大切です。
　「おかしいな」と思ったら、消費生活相談窓口へお問い合わせいただき、高齢者の消費
者トラブルを防ぎましょう！

｜1｜｜8｜

知らない
番号からの
電話は出ない！

犯人と
話さない！

ストップ！ 特殊詐欺

被害防止機能付き電話機を使いましょう！

ナンバー・ディスプレイ、
ナンバー・リクエストを利用しましょう！

【愛知県警察本部生活安全総務課】

多くの自治体で補助金
制度があり、購入費用の
一部を補助しています。

今すぐ電話機対策をしてください。
詳しくは最寄りの警察署にお問い合わせください。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

高齢者の消費者トラブル

被害に
あわない

60％

考えた
こともない！

26％

被害にあうかも
しれない

14％

「だまされた
　自分が悪い」
　というあきらめ

「自立して
　生きたい」
　というプライド

家庭で！地域で！

・NTT西日本の回線で、70歳以上の方は無償
 （適用には条件あり）
・申込制になります。
・ご利用にはナンバー・ディスプレイ対応電話機とその設定が必要です。

愛知県警察本
部からの

お知らせ



高齢者への声掛けのポイント

● おだてにのるから･･･
● 欲をかくから･･･
● だまされているんじゃない？
● 何で信用したんですか？

　成年後見制度とは、判断能力が不十分な方々
を、法律面や生活面で保護・支援する制度です。
　詳しくは、お住まいの市町村の中核機関・成年
後見センター、または地域包括支援センターに
お問い合わせください。

　本人から相談された際に、問い詰めたり、頭から否定するような口調
だと、本人の心を閉ざしてしまいがちです。受け入れる気持ちを持って
ゆっくりと状況を聞きましょう。

　「お節介に思われるかもしれない」と躊躇（ちゅうちょ）することもあるかもしれませんが、世間話をしながら何気
なく尋ねてみるなど、会話をしていくうちに、心を開いてくれることもあります。場面に応じた自然な会話の流れを
工夫してみましょう。

｜2｜

地域で高齢者等を消費者被害から守るための
見守りネットワークづくりを応援しています！

【福祉局高齢福祉課
  地域包括ケア・認知症施策推進室】

検 索あいち地域包括ケアポータルサイト 検 索

　愛知県では、高齢者等の消費者被害の深刻化を受け、
ご本人への啓発に加え、その周りにいる人たちが高齢
者等に気を配り、消費生活センターなどの機関に適切に
つなぐことにより、地域全体で高齢者等を見守る体制づ
くりを進めています。

名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、
碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、
小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩
倉市、豊明市、日進市、田原市、清須市、北名古屋市、みよし市、あま市、
長久手市、扶桑町、東浦町、幸田町 (2024年 6月末現在 )

消費者安全確保地域協議会（見守りネットワーク）設置市町（37市町）
お近くの

地域包括支援センターを
検索できます

● 何で契約しちゃったの!
● 契約書をきちんと読まなかったの？
● あなたにも契約した責任がありますね。
● 息子(娘)さんに相談してから決めなくちゃ!

本人の意識に関すること 契約に関すること

声掛けNGワード集

みんなで

見守り！

さりげない声掛け、寄り添った声掛けを

一緒に調べてみましょう。

最近どうですか？

どうされましたか？

工事されているんですか？

お出かけですか？

新しく買われたんですか？

相談できる方はいますか？

元気がないようですが･･･

認知症などの症状が見られる場合は、
成年後見制度の利用も考えてみましょう。

・新紙幣発行後も、旧紙幣は使えます。
・金融機関や行政機関が新紙幣について交換を求めることはありません。
　第三者に渡さないでください。
・新紙幣に関する不審な電話やメール、訪問があった場合は、警察に相談しましょう。
・不審に思ったら、すぐに消費生活センター等に相談しましょう。

ト ラ ブ ル

【新一万円券】

（表）

（裏）

【新五千円券】 【新千円券】

出典：独立行政法人 国立印刷局Web サイト

「旧紙幣は使えなくなるから」
と言われ、

交換を求められた。

「その紙幣は偽札だ」
と言われ、

交換を求められた。

金融機関の
職員を装った者から

「新紙幣と交換する」
と言われた。

新紙幣発行に伴う　　　　   に注意！

予想されるトラブル

「消費者が意見を伝える」ときのポイント
　購入した商品やサービスに不満があったとき、あなたなら自分の意見をどのように事業者に伝えますか？
　自立した消費者として、意見がきちんと相手に伝わるように、次の3つのポイントを参考にしてみてください。

　上手なコミュニケーションが解決
への糸口に。
　一方的に主張
するだけでなく、
事業者の説明も
聞きましょう。

　怒りにまかせた発言
は逆効果。ひと呼吸置
いて冷静に。
　従業員も同じ「人」と
して、お互いに尊重し
合うことが大切です。

　返品したいの
か、解約したいの
か、またその理由
を明確に、丁寧に
伝えることが重
要です。

ひと呼吸、置こう！ 事業者の説明も
聞きましょう！

Point

1
言いたいこと、要求したいことを
「明確に」、そして「理由」を
丁寧に伝えましょう！

Point

2
Point

3

｜7｜
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●2024年７月３日から、２０年ぶりにデザインが刷新された新紙幣の発行が始まりました。
●それに伴い、「新紙幣発行に便乗した詐欺行為」の発生が予想されます。
　新紙幣発行に伴う詐欺被害にご注意ください。


